
 

 

 鳥取市の行政組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

    

                       鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市規則第２９号 

   鳥取市の行政組織等に関する規則の一部を改正する規則 

 鳥取市の行政組織等に関する規則（平成１６年鳥取市規則第２００号）の一部を次

のように改正する。 

 第７条の表総務部の部総務課の項中「、市史編さん室」を削り、同表企画推進部の

部政策企画課の項中「政策企画課」を「創生企画課」に改め、「、地方創生推進室」

を削り、同表福祉部の部保険年金課の項中「医療助成係、年金係」を「医療・年金係」

に改め、同表健康こども部の部健康づくり推進課の項中「、鳥取東保健センター」を

削り、同表下水道部の部下水道企画課の項中「総務係、」及び「、下水道管理室」を

削り、同部下水道経営課の項中「下水道経営課」を「下水道管理課」に、「料金係」

を「管理係、料金係」に改める。 

 第９条政策企画課の項中「政策企画課」を「創生企画課」に改める。 

 第９条の２環境局生活環境課の項中第１６号を削り、第１７号を第１６号とし、第

１８号を削る。 

 第１０条の２こども家庭局幼児保育課の項第２号中「及び」を「、」に改め、「施

設等利用給付」の次に「及び乳児等のための支援給付」を加え、同項第３号及び第５

号中「施設」を「事業所」に改める。 

 第１１条企業立地・支援課の項に次の１号を加える。 

 ⑺ 鳥取市まちなかビジネス共創スクエアに関すること。 



 

 

 第１３条建築指導課の項第１１号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」

を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改める。 

 第１４条下水道企画課の項中第５号から第８号までを削り、第９号を第５号とし、

第１０号を第６号とし、第１１号を削り、同条下水道経営課の項中「下水道経営課」

を「下水道管理課」に改め、同項中第１２号を第１７号とし、第１号から第１１号ま

でを５号ずつ繰り下げ、同項に第１号から第５号までとして次の５号を加える。 

⑴ 下水道等の施設台帳に関すること。 

⑵ 下水道等の施設の維持管理に関すること。 

⑶ 市街化区域内（公共下水道事業認可区域内及び線的認可）の水路に係る維持管

理に関すること（道路側溝を除く。）。 

⑷ 水質の検査に関すること。 

⑸ 下水道等施設の災害復旧（応急復旧に限る。）に関すること。 

第２１条の表鳥取市政懇話会の項及び鳥取市総合企画委員会の項中「政策企画課」

を「創生企画課」に改める。 

第３３条第２項の表健康づくり推進課の項中「、鳥取東保健センター」を削る。 

第４７条第１項の表中「、鳥取東保健センター」を削り、「、鹿野保健センター」

を「及び鹿野保健センター」に改め、「及び青谷保健センター」を削り、同条第２項

中「及び鳥取東保健センター」を削る。 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


